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公表日

利⽤児童数

チェック項目 はい
どちらとも
いえない

いいえ ご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

1
訪問支援員からの助言や説明は、具体的でわかりやすく、取
り入れやすいものですか。

21 1

・室内の構造を⾒た上でこうした⽅がい
いを教えて頂けるので有難いです。
・学校としても個人に応じた指導の役に
⽴つご意⾒を多数いただいた。学校の指
導にもご理解頂き、適切なアドバイスを
いただけた。
・困ったことなどを話すと一緒に対策を
考えてくれ、すぐに実践できたので有難
かった。

2
訪問⽀援員の⽀援に対する知識・技術等に満⾜しています
か。

21 1

・児童とのやり取りの場に関わっていな
いのでわかりません。
・特性に応じた指導の仕方など、教えて
頂く事が多かった。
・保育士では対応が難しい事も専門性の
⾼い知識を教えて下さったことで対応す
る事ができた。

3
訪問⽀援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれてい
ますか。

21 1

・丁寧にご対応いただいた。
・こちらの質問には毎回丁寧に回答して
いただけた。

4
保育所等訪問⽀援を利⽤したことで、課題や困りごとが解消
または軽減されましたか。

18 4

・助言を全てできない部分もあるので、
本児のペースに合わせて対応したい。
・児童本人の困り感は軽減されていたと
思う。また、学校としても指導の方針な
どを共有でき、職員の困り感も軽減でき
た。
・訪問⽀援があったことで、利⽤児の情
報を共有することができた。

5 事業所からの支援に満足していますか。 19 3

・2月から月2回入ってもらっています
が、まだわかりません。
・LINE等でもやりとりができるのであり
がたい。
・満足している。
・いつも丁寧に対応して下さって、利⽤
児童が安心して園でも支援事業所でも過
ごすことができた。

・職員の迷いや不安を汲んでくださり、細かいところまで実践的に教えて頂けるのでありがたく
思います。
・いつもお世話になっております。訪問支援でご助言いただき職員の意欲向上にもつながってお
ります。引き続き来年度もよろしくお願いいたします。
・訪問⾒学の際に、職員にアドバイスを頂くのは⼤変ありがたいですが、その他の⼤切なお⼦さ
んをお預かりしております。その為、カンファレンスの⽇を設けておりますので、その事をご理
解して頂き、対応して頂きたいと思います。
・いつも丁寧に分かりやすく説明や対応をしてもらっています。ありがとうございます。
・毎月、丁寧な対応、ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
・⼤変良くしていだたいていて、保護者の⽅にも丁寧なアドバイスもあり、児童も訪問を楽しみ
にしています。感謝しています😊
・マッサージの後は､疲れが出るのか､眠たがることが多い。
・園での様子を観察された後、保護者へどのようにお伝えしているか、可能なら知りたいです。
・いつも的確なアドバイスをしていただきありがとうございます︕学校で全て解決することはで
きない時もありますが、放デイさんではどのような対応をとっているのか知ることができ、とて
も参考になります
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も参考になります
・日程調整が難しいときがある 個人への支援だけでなく、本人と集団の関係を構築するための
支援方法についても教えてほしい
・会議・研修等で十分な回数が取れずすみません。
・大変お世話になっております。それぞれの生徒の困り感に対して、具体的な対策、経過を共有
できているので、満足しています。
・様々な支援方法、その時々での対応の仕方など学ぶ機会となっています。しかし、日常の中で
継続が出来ない部分があるのも現状です。園訪問じゃ継続してもらえると助かります。
・いつも丁寧に対応していただき感謝しています。
・支援して頂いた児童もこの春卒園を迎えました。本当に貴施設の皆様にはお世話になりありが
とうございました。就学への不安もまだ払拭できませんが、⾃分らしさを発揮して、毎⽇楽しく
過ごすことが出来るようこれからもお⼒添えをお願いします。
・毎月訪問して頂いた際、有難いのですが時期によってミーティングの時間を作る事が厳しい場
合もありますので、できれば児童の様⼦を確認して頂く為のご来校は良いので、2ヶ⽉に1度また
は1時間程度で納めて頂けると助かります。
・今回、保護者による利⽤希望と本校校⻑からの提案により当施設の利⽤にあたった。事前に保
護者、学校、施設からの⽅針などを協議することができ、円滑に児童の対応にあたることができ
た。これまでの利⽤は、別室での直接指導が殆どであったので、教室での授業中に指導・観察に
あたられる状態になった時には、協議や双⽅の配慮や共通理解が必要になってくると思われる。
最終的には保護者の意向による利⽤なので、学校側が拒否することは難しいが、施設の担当者と
学校の窓⼝職員がきちんと話し合うことで、該当児に適切は⽀援が与えられる環境を作ることが
出来ると思う。来校されたときのちょっとした話し合いや、メール等によるやり取りを密に⾏う
事で、より良い⽀援が可能になるのではと考える。


